
令 和 ３ 年
９月14日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
公
安
委
告
示

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施

一
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公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
機
械
警
備
業
務
管

理
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
九
月
十
四
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
受
講
者
の
定
員

㈠

日
時

令
和
三
年
十
月
二
十
七
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
湯
田
温
泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン
テ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化
会

館
）

㈢

受
講
者
の
定
員

二
十
人

二

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

令
和
三
年
九
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者
の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

は
、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

三

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

四

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

五

提
出
書
類

㈠

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
（
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管

理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
別
記
様

式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
半
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

六

受
講
手
数
料

三
万
八
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
下
部
余
白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

七

講
習
の
実
施
の
委
託

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町
五
番
一
三
号

一
般
社
団
法
人
山
口
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施

す
る
。

八

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵

便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。
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令
和
三
年
九
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


